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デジタル金融による地方創生の可能性
金融コンサルティング部　シニアコンサルタント　大畑  毅志

1	 はじめに

　日本の地方部はさまざまな課題に直面している。

人口減少の進展は古くから問題視されてきたが、近

年は中小企業における労働力不足やローカル線問題

に代表される社会インフラの維持、能登半島地震な

どで議論となっている復興問題など、人口減少を根

本要因とした地域の社会・経済の維持における問題

が顕在化している。

　内閣官房「新しい地方経済・生活環境創生本部」

の議論では地方部を取り巻く昨今の変化が取りまと

められている。具体的には、人口減少・高齢化の進

展による労働力の供給不足や、若者・女性の地方離

れ、買い物、医療・福祉、交通、教育などの社会イ

ンフラサービスの維持が困難になるといった課題が

挙げられている。他方で、食、景観・自然、文化・

芸術、スポーツといった日本の地方部が有する多様

な魅力を評価するインバウンドの増加や、リモート

ワークの普及、Web3.0 などのデジタル技術の急速

な発展といった地方部にとっての追い風があること

も同時に指摘されている。

　金融は社会・経済活動を支える根幹となる機能で

あり、デジタル技術の進展により近年そのあり方が

変容している。例えば、キャッシュレス決済の浸透

や生成 AI の活用による顧客対応の向上の面ではわ

れわれ消費者も大きな恩恵を受けている。ただし、

この「デジタル金融」は単に金融サービスの利便性

向上や効率化にとどまらない。企業や消費者に対し

て新たな価値を創造し、ビジネスモデルの変革を促

したりする可能性を秘めている。

　本稿では、デジタル金融、特に「キャッシュレス

決済」と「トークン技術」という二つの分野に着目

する。これらが、人口減少を発端とする日本の地方

が抱える課題の解決にいかなる貢献が可能なのか、

そしてその実現に向けた道筋がどのようなものかを

考察する。

2	 地方におけるキャッシュレス決済の現状と地方	

	 創生への貢献可能性

　決済はあらゆる商行為を媒介する金融機能であ

り、経済活動をつなぐ血液のような役割を果たして

いる。キャッシュレス化を進めることは、消費者の

利便性向上、現金決済に伴うインフラコストの削減

や業務効率化・人手不足対応など、既存の社会課題

解決に寄与するだけでなく、データ連携やデジタル

化の進展、多様な消費スタイルの創造といった新た

な未来の創造にもつながるとも指摘されており、そ

の社会的意義は大きい※ 1。そのため、日本では民

間決済事業者だけでなく政府も率先してキャッシュ

レス化の取り組みを進めており、2024 年のキャッ

シュレス決済比率は 40％を超えるまでに至った。

しかし、地方部ではキャッシュレス決済は都市部ほ

ど浸透しておらず、キャッシュレス決済の効果を十

分に享受できていないと考えられる。

　本章では日本の地方におけるキャッシュレス決済

※ 1　出所）経済産業省「キャッシュレス」：https://www.meti.go.jp/
policy/mono_info_service/cashless/index.html

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/cashless/index.html
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の状況を概観し、キャッシュレス決済のさらなる普

及によって地方部の課題を解決する可能性を提言す

る。

1）	 地方におけるキャッシュレス決済の概況

（1）	普及状況

　日本全体のキャッシュレス決済比率は年々増加し

ており、経済産業省によれば 2024 年のキャッシュ

レス決済比率は 42.8％となり、政府目標の 4 割を

達成することとなった。一方、地方部では都市部ほ

どキャッシュレス決済が浸透していない状況が指摘

されている。NRI が 3 年に 1 度実施する「生活者 1

万人アンケート調査（金融編）」によれば、都市部

ではクレジットカードや QR コード決済、交通系電

子マネーが進んでいるのに対し、地方部では全体的

にキャッシュレス決済の使用割合が低く、依然とし

て現金利用が多い状況がうかがえる。

（2）	キャッシュレス決済普及の阻害要因

　地方部においてキャッシュレス決済が浸透して

いない要因や背景はさまざま考えられるが、まず、

キャッシュレス決済に対応する加盟店（店舗）が少

ないことが挙げられる。これは決済事業者は地方部

での加盟店開拓に積極的になれないためと考えられ

る。都市部の方が地方部と比較して、事業規模が大

きい加盟店が多く、開拓にかける人員効率も良い。

そのため、都市部における加盟店開拓を優先的に進

めることが合理的と判断されやすい。QR コード決

済事業者を中心に人海戦術で地方部の加盟店を積極

的に開拓する動きも見られるものの、依然として地

方部では現金しか使えない店舗も多く存在する。

　また、加盟店からしても、特に事業規模が小さい

個人経営の飲食店や商店ではキャッシュレス決済に

必要な端末の導入コストや店舗の利益を圧縮するよ

うに見える加盟店手数料負担に対する懸念があり、

キャッシュレス決済を導入するインセンティブが大

きくないことも事実である。

　加えて、消費者側も長年の現金利用習慣が根付い

ており、また、セキュリティーや通信障害といった

観点からキャッシュレス決済に抵抗感を覚える層も

一定数存在する。スマートフォンの普及によりこの

状況は徐々に解消に向かうと期待されるものの、高

齢者層を中心にデジタル機器に不慣れな層も存在す

る。こうしたキャッシュレス決済の利用意向を持ち

にくい層が多いことが地方部でキャッシュレス化を

妨げる一因となっている。

2）	 キャッシュレス決済がもたらす地方創生への貢献

　日本の地域社会はさまざまな課題を抱えており、

インバウンドの増加といった追い風も受けながらデ

	 図表 1	 都市部と地方部における各決済手段の利用率比較

 出所） NRI「生活者 1 万人アンケート調査（金融編）」より NRI 作成
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ジタル化によって社会・経済を転換させる好機にあ

る。政府の「デジタル田園都市国家構想」※ 2 にお

いても「デジタル技術の活用により、地域の個性を

活かしながら、地方の社会課題の解決、魅力向上の

ブレイクスルーを実現し、地方活性化を加速する」

とうたわれている。本節では、キャッシュレス決済

によってデジタル化を促進し、地方創生に貢献して

いる事例からその可能性を概観する。

（1）	事例：地域通貨「さるぼぼコイン」

　岐阜県高山市の飛騨信用組合が主体となり 2017

年にサービスを開始した電子地域通貨「さるぼぼコ

イン」は、高山市、飛騨市、白川村で利用可能なキャッ

シュレス決済であり、域内経済の循環を目的として

いる。加盟店の決済手数料を無料とするなどの施策

により、特に小規模事業者にとって導入のハードル

が大幅に低下した。その結果、地域内での利用可能

店舗数が飛躍的に増加し、飛騨市民の 4 人に 1 人

がユーザーとなるほど普及が進んだ事例である※ 3。

　さるぼぼコインの普及は、行政サービスの効率化

にも貢献している。例えば、地域経済の刺激策とし

て実施されるプレミアム付き商品券事業では、紙媒

体と比較して、発行・配布・回収・換金といった一

連の作業コストを劇的に削減できる。加えて、さる

ぼぼコインを活用すれば行政による給付の多くが地

域内で消費される点も費用対効果の観点からは優れ

ている。また、飛騨市ではコロナ禍以前から公金収

納がさるぼぼコインに対応しており、行政の現金収

納コストの削減などにも寄与していると考えられる。

　また、消費者にとっても、ポイント還元などの直

接的なメリットに加え、さるぼぼコインでしか手に

入らないユニークな限定商品やサービスが提供され

ている点は大きな魅力である。飛騨信用組合の「さ

るぼぼコイン」ウェブサイト※ 4 によれば「市場に

出回らないお酒、飛騨牛」や「イタリア料理屋のカ

ツ丼」など、まさにその土地ならではの特別な体験

や商品が用意され、地域内での消費を促進するとと

もに、訪れる人には忘れられない思い出を、地元の

人には街への愛着を深める機会を提供している。

　他方、さるぼぼコインを通じて蓄積される決済

データの活用は道半ばであり、今後取り組みの強化

が期待される。現状、データプライバシーにおける

懸念もあり、本格的なデータ活用はまだ進んでいな

いものとみられる。しかし、将来的には匿名化・統

計化された購買データや利用動向を分析すること

で、例えば行政は給付施策などの政策効果検証がよ

り精緻かつ容易になり、加盟店は顧客ニーズの把握

や品ぞろえの最適化など、個々のマーケティング戦

略改善につながる具体的なヒントを得られる可能性

がある。

　既に地域の決済インフラとして役割を果たしてい

るさるぼぼコインだが、今後はデータという新たな

価値を生み出すことで、地域全体の持続的な発展に

さらに貢献していく可能性を秘めているといえる。

（2）	事例：沖縄県内交通事業者によるクレジット	

	 カードタッチ決済の導入

　近年、日本国内の地方交通事業者において、クレ

ジットカードのタッチ決済導入が急速に進んでい

る。これは、鉄道やバスといった公共交通機関の改

札機や運賃箱に専用の読み取り端末を設置し、利用

者が手持ちのクレジットカードやスマートフォンを

かざすだけで乗車・降車、運賃決済を可能にするも

のである。この動きは利用者の利便性向上を目的と

するが、日本以上にクレジットカードが普及してい

る地域が多い海外からの訪日外国人観光客への対応

強化も大きな目的である。

　国内有数の観光先進地域であり、インバウンド観

光客も多い沖縄県でもこういった動きが進んでい

※ 2　https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/about/
index.html
※ 3　デジタル田園都市国家構想ウェブサイト「デジ田メニューブック」岐
阜県飛騨市（Digi 田甲子園 2022 夏）
※ 4　https://www.hidashin.co.jp/coin/town/index.html

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/about/index.html
https://www.hidashin.co.jp/coin/town/index.html
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る。2024 年には県内の主要な路線バス会社がクレ

ジットカードのタッチ決済を導入し、2025 年には

沖縄都市モノレール「ゆいレール」も対応した。こ

れにより、那覇空港が立地し多くの観光客にとって

の入り口となる沖縄県南部の都市交通や観光地の多

い中部と南部を結ぶ幹線バス路線において利用環境

が整備された。なお、沖縄県内交通では「ゆいレー

ル」を除き、全国交通系 IC カードの利用ができな

い。このため、全国交通系 IC カードに先んじてク

レジットカードのタッチ決済環境が整備されたとい

う点で、特筆すべき事例である。

　これにより、外国人観光客は現金利用を強いられ

ることなく、手持ちのクレジットカード 1 枚でス

ムーズに県内を移動できるようになった。金銭のや

りとりなど、言語の壁を感じることなく直感的に利

用でき、インバウンド客のストレス軽減と行動範囲

の拡大につながり、結果として地域内での周遊促進

や消費機会の増加といった経済効果が期待される。

また、乗降データは匿名化・統計化された上で、今

後の運行計画や観光施策に活用される可能性も秘め

ている。特にインバウンドの属性データや行動デー

タを収集することは国内事業者にとってハードルが

高いため、観光業依存度の高い沖縄県内の事業者か

らは注目を集めている。

　クレジットカードへの対応により、決済シェアの

高い欧米や韓国、シンガポールなどからのインバウ

ンドの利用環境は整備された。しかし、アジア圏を

中心に、Alipay や WeChat Pay に代表される QR

コード決済が日常生活に深く浸透している国も多い

が、現状、日本の交通機関でこれらの海外 QR コー

ド決済が直接利用できる環境はまだ限定的である。

クレジットカードのタッチ決済普及にとどまらず、

国内の決済事業者やシステムが、これら海外の主要

な QR コード決済サービスと直接連携することも求

められる。これにより、利用者が自国で利用してい

るサービスのバリュー（残高やポイント）を日本の

交通機関でシームレスに利用できるようになる仕組

みの構築が期待される。こうしたことから、さらに

多様な国からのインバウンド客のニーズに応え、よ

り快適な旅行体験を提供できるようになる可能性が

ある。

3）	 地方創生への貢献可能性

　事例で見たように、キャッシュレス決済の推進は

容易ではないが、地方創生への具体的な貢献可能性

を秘めている。地方創生にもさまざまな切り口が存

在するが、決済は経済活動に密接に関連するため、

本稿では主に地域における需要創出と供給効率化の

観点から、その貢献可能性を整理する。

　まず、需要創出の面では民間事業者によるマーケ

ティングの高度化が期待される。決済事業者の有す

る他社での買い物などを含めた多様な決済データ

と、自社の購買データを組み合わせることで、自社

顧客に対する理解度を深め、マーケティング施策の

高度化が可能となる。既に多くの決済事業者が決済

データによるマーケティング支援を打ち出してい

る。また、さるぼぼコインの事例で見たように、ポ

イントや商品券をデジタル化し、消費者が普段使っ

ている決済アプリに統合することで、より効果的な

需要創発が可能になっていると考えられる。

　次に、供給効率化の面では現金取り扱いコストの

削減や業務量の低減が挙げられる。沖縄県内のバス

事業者においても、クレジットカードのタッチ決済

導入により現金払いの顧客が減少し、乗降時間の削

減につながっているとみられる。

　しかし、これらのメリットは古くからキャッシュ

レス決済のメリットとして知られているものの、前

述の通り地方部におけるキャッシュレス決済の普及

は道半ばである。これはキャッシュレス決済単体の

問題にとどまらない。本稿では、地域事業者や行政

のデジタル化という大きな文脈と、足元の地方経済・

社会を取り巻く環境変化を踏まえ、顕著な効果をも

たらしうるキャッシュレス決済普及のあり方を提言

したい。
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　一つが、地域全体でのデータ活用である。現状で

は、決済事業者と個別の事業者や行政が個別にデー

タのやりとりを行っており、個別最適については取

り組みが進んでいる。一方、地域全体でマーケティ

ングを実施し、時にはその需給に介入することで、

地域での全体最適を目指すアプローチも求められ

る。観光業を例に取れば、足元ではオーバーツーリ

ズムが問題となっている。従来、繁忙期の来客数や

その動向は勘と経験に頼りがちだった。しかし、地

域大でデータを共有すれば、どのような属性の顧客

がどこから何人程度来訪するのかを把握できる。そ

の情報に応じてダイナミックプライシングのような

価格設計や応対リソースの事前確保といった準備を

地域全体で行うことが可能である。地方部の労働力

減少は避けては通れない現状において、地域間での

人的リソース共有という観点からも、複数事業者の

データを活用することは有意義である。

　また、インバウンド増加という足元の追い風に対

応する観点からも、用いられる決済手段の整備は重

要である。現金のみ対応のままでは必然的に両替・

キャッシングの手間がインバウンドに求められるこ

ととなり、金額の計算なども発生する。加えて、現

金を前提とした商品販売やサービス提供はインバウ

ンド目線では理解が難しい事例もあると思われる。

例えば、中小規模の飲食店などでしばしば見られる

食券制度は、慣れている消費者からすれば支払いを

注文・飲食前に済ませられるという観点で優れてい

るが、海外にはほとんど存在しない。キャッシュレ

ス決済を導入したからといってこういった顧客応対

方法が変わるわけではないが、ユーザーインター

フェース（UI）／ユーザーエクスペリエンス（UX）

のデジタル化という観点でキャッシュレス決済への

対応は前提ともいえるだろう。UI ／ UX のデジタル

化が進むことで、先に述べたような価格変更などが

容易になるだけでなく、機械翻訳の実装などによっ

てインバウンド対応もスムーズになりつつある。こ

ういったインバウンド対応を進めることで、地方の

事業者が積極的にインバウンド需要の創出を狙うこ

とは有意義である。

4）	 地方創生への道筋

　しかし、さるぼぼコインの事例が示唆するように、

データプライバシーへの懸念や、競合事業者に「手

の内」を明かすことへの抵抗感から、データの開放

に消極的な事業者は少なくないと考えられる。また、

インバウンド対応やその基盤となる事業のデジタル

	 図表 2	 キャッシュレス事例が示す可能性と将来展望

 出所）NRI 作成
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トランスフォーメーション（DX）についても、知

見や人的リソースの不足により、取り組みが十分に

進んでいないのが現状である。既に地域によっては

地域内で連携してデータ共有を行ったり、地域大で

デジタル化を進めたりする動きもあるようだが、中

小企業を含む複数業種の複数事業者で合意形成し、

同じ方向性に向かっていくことは容易ではない。そ

こで、地方社会・経済を支えるプレーヤーによって

キャッシュレス決済の機運を醸成し、地域大でデジ

タル化を図っていくという動きが求められるのでは

ないか。まず、さるぼぼコインの事例にもあるよう

に地方金融機関は重要なプレーヤーである。地方の

事業者を知り尽くしているのは地方金融機関であ

り、地域のキャッシュレス化とデジタル化を主導す

ることは、最終的に本業の収益向上にも貢献しうる。

　また、電力・ガス会社や交通事業者といった地域

のインフラを支える企業も重要なプレーヤーであ

る。投資余力や人員規模も大きく、先導してキャッ

シュレス決済を導入していることが多い。例えば、

西日本旅客鉄道によって提供されている決済サービ

スの Wesmo! では、地域企業間の決済を担う可能

性も示唆されている。これは、鉄道会社ではあるが、

決済サービスの提供によって地域に貢献していくと

いった姿勢も見られる。また、交通事業者はインバ

ウンドの足となるため、接点も豊富に有しているこ

とも地域の事業者にとっては頼れる要素だろう。

　最後に自治体である。決済に限らず地域のデジタ

ル化を進めることは人口減少社会において必須であ

り、その観点から多面的なデジタル化支援が求めら

れる。都市国家であるシンガポールでは中小事業者

が多く、デジタル化が遅れていた屋台飲食店街であ

る Hawker Centre に対して Hawkers Go Digital

プログラムを実施し、デジタル化支援を行っている。

その一環として端末代金補助などのプログラムを打

ち、キャッシュレス化を進めている。

　キャッシュレス決済はあくまで手段である。重要

なのは、キャッシュレス化を目的とするのではなく、

地域全体のデジタル化を推進し、ビジネスモデルを

アップデートして持続可能性を高めるという大局的

な視点の中で、その有効な手段としてキャッシュレ

ス決済を捉えることである。

3	 トークン技術を活用した新たな地方創生ファイ	

	 ナンスと関係人口創出

　トークンとはブロックチェーン技術を活用し、特

定の権利や価値をデジタル上で表現・移転可能にし

たものである。これにより、新たな資金調達や共感

を基盤とした参加型のコミュニティー形成が期待さ

れる。地方創生においては当然のことながらその原

資となる資金が必要であるが、都市部と異なり公金

以外で経済合理性を担保した資金調達の設計はこれ

まで難しかった。このような課題に対して低コスト

かつデジタルネイティブで資金調達を行える手法と

してのトークンに着目し、地方創生や関係人口創出

に資する可能性について提言したい。

1）	 トークン技術と地方創生資金調達の現状

（1）	トークンの現状

　トークンには、その性質や目的に応じていくつか

の種類が存在する。代表的なものとして、株式や債

券のように経済的な権利を表象するセキュリティ

トークン、特定の商品やサービスへのアクセス権や

利用権としての性格を持つユーティリティートーク

ン、そしてデジタルアートや会員権など唯一無二の

価値を証明することができる NFT（Non-Fungible 

Token：非代替性トークン）などが挙げられる。こ

れらは、資金調達の手段としてだけでなく、プロジェ

クトへの参加やコミュニティー形成のツールとして

も活用され始めている。

　トークンには以下のような特徴があり、これらが

地方創生への貢献の鍵となりうる。

　トークンを発行し資金を調達する主体にとって、

まず挙げられるメリットはプログラマビリティーで
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ある。これは、スマートコントラクトと呼ばれるプ

ログラムによって、権利の移転や利益分配といった

条件を自動的に実行できる機能であり、契約履行の

効率化や透明性の向上につながる。次に、小口化

の容易さも重要な特徴だ。伝統的な金融商品に比

べ、トークンは少額から発行・取引が可能となるた

め、より多くの個人がプロジェクトに参加しやすく

なり、資金調達には追い風である。将来的には、国

境を越えた資金調達も視野に入り、海外投資家など、

アプローチできる投資家層の拡大も期待される。

　一方、トークンを購入する側にとっての魅力は、

単なる経済的リターンにとどまらない。特にユー

ティリティートークンや NFT の場合、特定のプロ

ジェクトや地域に関わるコミュニティーへの参加権

として機能することがある。これは、参加者による

自律的な運営を目指す DAO（分散型自律組織）の

ような、より主体的な関与を促す仕組みにもつなが

り得る。また、デジタルアートや限定的な権利を表

現する NFT は、所有すること自体がステータスと

なるような「映え」といった要素や、デジタルネー

ティブ世代への訴求力も持つ。将来的には、セカン

ダリー市場（流通市場）が整備されることでトーク

ンの流動性が担保され、資産としての価値や換金性

が高まる可能性も考えられる。

（2）ふるさと納税が示す資金調達のポテンシャル

　近年、特定の自治体に納税することで返礼品を受

け取れることが話題となったふるさと納税は年々そ

の納税額が増えている。

　その功罪はさまざまあるものの、地域の視点から

すると、地域への愛着や応援の気持ちが都市部住民

を含む広範な個人からの資金流入につながる可能性

を示したといえる。

　返礼品として地域の特産品を送るだけでなく、旅

行券や宿泊券といった地域における体験型商品が提

供され、実際の地域訪問にも数は多くないだろうが

つながっているとも考えられる。

　資金提供を通じて地域外の人々が地域に関与する

モデルが有効であることを示している可能性があ

る。

2）	「地域創生トークン」構想

　ふるさと納税に着想を得て「地域創生トークン」

のような仕組みを考案したい。これは基本的には 1

年に 1 回程度の寄附行為にとどまるふるさと納税と

は異なり、自らの「資産」として地方創生のプロジェ

クトに「投資」を行うことで、自分のこととして地

方創生に関与してもらえることが期待される。

　現行のふるさと納税制度では寄附金の使途を指定

	 図表 3	 ふるさと納税の受け入れ件数・金額

 出所） 総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果（令和６年度実施）」より NRI 作成
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することはできるが、その選択肢は自治体から示さ

れたものであり、使途報告も多くの自治体で行われ

ているものの、個々の寄附金が具体的にどの事業に

役立ったのかを詳細に把握することは難しい。また、

会員権を返礼品として設定する事例もあるが、もと

もとが納税という性格であることから年限性のもの

にならざるを得ない。トークンの場合、出資者とし

て使途が報告され、また売却しない限りは出資し続

けているという性質を持つ以上、購入者が長期的に

かつ主体的に地方創生に関与することが可能ではな

いか。

　このような発想の下、「地域創生トークン」の構

想を提言する。実現に至るまでには多様なハードル

はありつつも、中長期的に地方創生のあり方を大き

く変えるポテンシャルのあるスキームとして提示し

たい。

（1）スキーム概要

　地方創生プロジェクトとは、一定の資金を有した

ファンドが資金供給者となって実施する、地方創生

に資する取り組みを指す。具体的なイメージとして

は地域事業者同士の共同商品の開発プロジェクト、

地域における DX 基盤の整備といったソフト面や、

公共空間・施設の開発・整備、車両や機械設備の導

入といったハード面での設備投資が挙げられる。

　こういったプロジェクトに資金を提供するファン

ド（地域創生ファンド、と呼ぶ）は資金提供だけで

なく、ファンドに参画する地域企業や自治体と連携

し、ヒト・モノ・情報も媒介する役割を担い、設備

投資に伴う収入（各種設備などの利用費・運営費な

ど）を原資として出資者にリターンを提供する。

　地域創生ファンドの出資者は地域企業（大企業・

中小企業）や自治体、そして住民を想定する。これは、

その地方に関わるステークホルダーを幅広く出資者

とし、一つのファンドとして後述する「まちづくり

プロジェクト」への投資に関する意思決定を行うこ

とで、意思統一に時間を要するステークホルダー間

の連携を加速化することも目的としている。そして、

ふるさと納税同様に、縁故のある個人を中心に地域

外の住民からの出資も募ることで、より多くの資金

調達を可能とする。

　地域企業（大企業）や自治体に対してはファンド

からのリターンは最低限の経済的リターンとし、他

方で本業や当該地域の振興につながるという点を隠

されたリターンとすることで、出資の経済合理性を

担保する。他方、地域企業（中小企業）や個人に対

しては非経済的なものも含む特典を提供すること

で、トークン購入に対するインセンティブを付与す

	 図表 4	「地域創生トークン」のスキーム図

 出所） NRI 作成
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る設計とする。

　以下、プレーヤーごとのメリットなどを整理する。

（2）発行者・出資者

　発行主体は前述の通り、地域創生ファンドにな

る。他方、前項で述べた地域企業や自治体は地域創

生ファンドに大口出資し、実態としてファンドを運

営する GP（ゼネラルパートナー。ファンドの運営・

管理を行い、投資先の選定や事業の実行を主導する）

のような役割を果たす。これらの地域企業や自治体

は、地方創生に貢献するという活動を既に行ってい

るが、単独で大掛かりな活動には取り組みづらい。

他方、事業者間や官民連携の議論もあるが、各主体

がそれぞれの投資判断基準や地方創生に関する優先

順位を有していることから、足並みをそろえた意思

決定は容易ではない。既存のまちづくりファンドや

地方創生ファンドも存在するが、必ずしも地域社会・

経済における多様なステークホルダーの参加を促し

ていないという課題も存在する。そのため、ファン

ドの共同運営者として、同じサイフから同じ目的の

ために資金などを投じる「共同化」を実現する手法

として本トークンを活用する余地があるのではない

か。

（3）	購入者

　トークンの購入者は主に一般個人を想定し、一部

地域の中小企業を含める。地域にいる住民は居住す

る街や地域の活性化に自身も参画できる点がメリッ

トとなる。また、ふるさと納税と同様に、地域外住

民（例：地元から都市部に出ていって働いている住

民）もターゲットとし、地元愛・地域愛による資金

調達を狙う。

　トークンの購入者は「地域創生ファンド」の共同

所有者という位置付けである。本ファンドを単なる

「会員権」としていない理由はトークンが有するコ

ミュニティー性にある。すなわち、当該地域の振興

に関心を持つ者同士でのコミュニティーとして機能

することも視野に入る。具体的には「地域創生ファ

ンド」が出資するプロジェクトの細部において、トー

クン購入者間の投票で意思決定をしていくような仕

組みを設けることができないか。例えば、新たに施

設を整備する際、その施設に入るテナント（例：カ

フェチェーン）をトークン購入者の投票で決定する

といったことが考えられる。このように身近にその

地域の生活を改善するような取り組みの意思決定に

関与できるという体験は非経済的ではあるが地元や

その地域に愛着を有する個人にとっては一つのイン

センティブになる可能性がある。

　さらに、地域の中小企業にとっても、このトーク

ンへの参加は新たな事業機会につながり得る。例

えば、ファンドが出資するプロジェクトとの連携

を通じて、自社の商品やサービスをトークン保有

者コミュニティーへ直接訴求する D2C（Direct to 

Consumer）的な展開や、地域活性化への貢献をア

ピールすることによる広告宣伝効果、さらには地域

内での協力関係の深化によるレピュテーション向上

が期待できるのではないか。

　

（4）各主体にとっての意義

　発行体である「地域創生ファンド」にとっては資

金調達ができる点が一義的にはメリットとなる。し

かし、トークンにすることにより、通常のファンド

持ち分と異なり、トークンに自動的に特典を付与し

たり、特定の条件を満たした保有者に自動的に追加

の権利を付与したりするなどプログラマビリティー

が担保され、小口化が容易なことから比較的低コス

トで個人から資金調達が可能であることは大きな利

点となる。さらに、出資者が単に経済的メリットで

はなく愛着といった非経済的メリットを感じて購入

していることから、こういった個人にトークン保有

者として長期的にデジタル接点を有することがで

き、ファンドから投資したプロジェクトの利用振興

策をトークン保有者に対して打ちやすくなるなど、

投資対効果を向上させることも可能になる。
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　また、消費者にとっても一過性のふるさと納税や

クラウドファンディングとは異なり、継続的に愛着

のある地方に関与し、時には特典を受けながら新た

な消費体験ができることにつながるため、通常の金

融商品とは異なる価値を有することになる。特に地

域外の住民にとっては特定地域とのつながりを維持

することは非常に難しいが、自身の資産として、ま

たコミュニティーとして特定地域とつながり続ける

ことにより、その地域における関係人口増に貢献す

る可能性も有する。

４　デジタル金融活用に不可欠な視点

　キャッシュレス決済は地域経済のデジタル化基盤

として現在進行形で重要性を増しており、トークン

技術は未来の地方創生ファイナンスや関係人口構築

の新たな可能性を開くものといえる。これらデジタ

ル金融の力を最大限に引き出すためには、いくつか

の視点が不可欠である。 第一に、都市部と異なり、

地方では市場原理だけに任せていてはデジタル化が

進展しにくい可能性がある。そのため、自治体や地

域に根差した金融機関、企業が連携し、リーダーシッ

プを発揮して積極的にデジタルアップデートを推進

する環境整備が求められる。 第二に、デジタルデ

バイド対策や地域住民・事業者への丁寧な啓発活動

が重要となる。 最終的には、これらの取り組みを

通じて地域内経済循環を活性化し、インバウンドや

地域外住民からの消費を呼び込みやすい環境を整備

していくことで税収増や地域産業の売り上げ増に結

び付け、地方が自律的に発展できる持続可能なモデ

ルを構築することが肝要である。デジタル金融は、

そのための強力な触媒となり得るだろう。
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